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令和７年６月

さいたま労働基準監督署

安全衛生課

全国安全週間
説明会

本日ご説明する主な内容

１ さいたま署管内における労働災害
の発生状況

２ 令和７年度 全国安全週間実施
要綱

３ 職場における熱中症対策の強化
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青い線は、新型コロナウイルス感染症に係る災害を除いたもの

0

100

200

300

400

１９年 ２０年 ２１年 ２２年 ２３年 ２４年 ２５年 ２６年 ２７年 ２８年 ２９年 ３０年 元年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年

業種別の死傷者数の推移
（休業４日以上：さいたま署管内：新型コロナウイルス感染症に係る災害を除いたもの）
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事故の型別の割合
（令和６年：休業４日以上：さいたま署管内：新型コロナウイルス感染症に係る災害を除いたもの）
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作業行動を起因とする労働災害
（行動災害）

0 200 400 600

20歳未満

20歳以上30歳未満

30歳以上40歳未満

40歳以上50歳未満

50歳以上60歳未満

60歳以上70歳未満

70歳以上

年齢別の死傷者数の推移
（令和６年：休業４日以上：さいたま署管内：新型コロナウイルス感染症に係る災害を除いたもの）

218
523

359

528310

298
300

197
229

207
3 0

3 9

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

平成１９年 令和６年

２０歳未満

２０歳以上３０歳未満

３０歳以上４０歳未満

４０歳以上５０歳未満

５０歳以上６０歳未満

６０歳以上

年齢別の死傷者数の割合
（休業４日以上：さいたま署管内：新型コロナウイルス感染症に係る災害を除いたもの）

お手元の資料です
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労働基準協会のホームページに
掲載していただきました

製造業

建設業

陸上貨物
運送事業

商業

保健衛生業

令和７年度
全国安全週間

実施要綱

多様な仲間と
築く安全
未来の職場

実施者が
準備期間中及び全国

安全週間に実施する事項

昨年度と同じ６項目です。

実施者が準備期間中及び全国
安全週間に実施する事項

① 安全大会等での経営トップ
による安全への所信表明を
通じた関係者の意思の統一
及び安全意識の高揚

実施者が準備期間中及び全国
安全週間に実施する事項

② 安全パトロールによる職場
の総点検の実施

実施者が準備期間中及び全国
安全週間に実施する事項
③ 安全旗の掲揚、標語の掲示、
講演会等の開催、安全関係資料
の配布等の他、ホームページ等を
通じた自社の安全活動等の社会
への発信
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実施者が準備期間中及び全国
安全週間に実施する事項

④ 労働者の家族への職場の
安全に関する文書の送付、
職場見学等の実施による家族
への協力の呼びかけ

実施者が準備期間中及び全国
安全週間に実施する事項

⑤ 緊急時の措置に係る必要
な訓練の実施

実施者が準備期間中及び全国
安全週間に実施する事項

⑥ 「安全の日」の設定の他、
準備期間及び全国安全週間
にふさわしい行事の実施

実施者が
継続的に実施する事項

実施者が継続的に実施する
事項（大項目）
（１）安全衛生活動の推進

（２）業種の特性に応じた
労働災害防止対策

（３）業種横断的な
労働災害防止対策

昨年度と比較して、順位が変動したか等を
表現しています。

（１）安全衛生活動の推進（中項目）

① 安全衛生管理体制の確立

②安全衛生教育計画の樹立と
効果的な安全衛生教育の実施等

③自主的な安全衛生活動の促進

④ リスクアセスメントの実施

⑤ その他の取組
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（１）安全衛生活動の推進（中項目）

① 安全衛生管理体制の確立

②安全衛生教育計画の樹立と
効果的な安全衛生教育の実施等

③自主的な安全衛生活動の促進

④ リスクアセスメントの実施

⑤ その他の取組

① 安全衛生管理体制の確立
ア 年間を通じた安全衛生計画の策定、
安全衛生規程及び安全作業マニュアル
の整備

イ 経営トップによる統括管理、安全管理
者等の選任

ウ 安全衛生委員会の設置及び労働者
の参画を通じた活動の活性化

エ 労働安全衛生マネジメントシステムの
導入等によるＰＤＣＡサイクルの確立

（１）安全衛生活動の推進（中項目）

① 安全衛生管理体制の確立

②安全衛生教育計画の樹立と
効果的な安全衛生教育の実施等

③自主的な安全衛生活動の促進

④ リスクアセスメントの実施

⑤ その他の取組

② 安全衛生教育計画の樹立と効果的な
安全衛生教育の実施等

ア 経営トップから第一線の現場労働者までの
階層別の安全衛生教育の実施、特に、雇入
れ時教育の徹底及び未熟練労働者に対する
教育の実施

イ 就業制限業務、作業主任者を選任すべき
業務での有資格者の充足

ウ 災害事例、安全作業マニュアルを活用した
教育内容の充実

エ 労働者の安全作業マニュアルの遵守状況
の確認

未熟練労働者に対する安全衛生
教育マニュアルをご活用ください

製造業、陸上貨物運送事業、商業、
産業廃棄物処理業、警備業のものが
あります

製造業、陸上貨物運送事業、商業、
産業廃棄物処理業のものがあります

業種によっては外国語版もあります
製造業：
英語、中国語、ポルトガル語、スペイン語
商業：
インドネシア語、ベトナム語
産業廃棄物処理業、警備業：
英語、ベトナム語、インドネシア語、クメール
語、スペイン語、タイ語、タガログ語、ネパー
ル語、ポルトガル語、ミャンマー語、モンゴル
語、韓国語、中国語

動画教材は、言語別、業種別に
多くのものが作成されています
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（１）安全衛生活動の推進（中項目）

① 安全衛生管理体制の確立

②安全衛生教育計画の樹立と
効果的な安全衛生教育の実施等

③自主的な安全衛生活動の促進

④ リスクアセスメントの実施

⑤ その他の取組

③ 自主的な安全衛生活動の促進

ア 発生した労働災害の分析及び
再発防止対策の徹底

イ 職場巡視、４Ｓ活動（整理、整頓、
清掃、清潔）、ＫＹ（危険予知）
活動、ヒヤリ・ハット事例の共有
等の日常的な安全活動の充実・
活性化

（１）安全衛生活動の推進（中項目）

① 安全衛生管理体制の確立

②安全衛生教育計画の樹立と
効果的な安全衛生教育の実施等

③自主的な安全衛生活動の促進

④ リスクアセスメントの実施

⑤ その他の取組

④ リスクアセスメントの実施

ア リスクアセスメントによる機械
設備等の安全化、作業方法の
改善

イ ＳＤＳ（安全データシート）等に
より把握した危険有害性情報
に基づく化学物質のリスクアセ
スメント及びその結果に基づく
措置の推進

（１）安全衛生活動の推進（中項目）

① 安全衛生管理体制の確立

②安全衛生教育計画の樹立と
効果的な安全衛生教育の実施等

③自主的な安全衛生活動の促進

④ リスクアセスメントの実施

⑤ その他の取組

⑤ その他の取組

ア 安全に係る知識や労働災害防止の
ノウハウの着実な継承

イ 外部の専門機関、労働安全コンサル
タントを活用した安全衛生水準の向上

ウ 「テレワークの適切な導入及び実施の
推進のためのガイドライン」に基づく、
安全衛生に配慮したテレワークの実施

ダウンロード可能です

事業者用と労働者用のチェック
リストです

ダウンロード可能です

31 32

33 34

35 36



7

（２）業種の特性に応じた
労働災害防止対策（中項目）

① 小売業、社会福祉施設、
飲食店等の第三次産業

における労働災害防止対策

② 陸上貨物運送事業
における労働災害防止対策

③ 建設業における労働災害防止対策
④ 製造業における労働災害防止対策
⑤ 林業の労働災害防止対策

（２）業種の特性に応じた
労働災害防止対策（中項目）

① 小売業、社会福祉施設、
飲食店等の第三次産業

における労働災害防止対策

② 陸上貨物運送事業
における労働災害防止対策

③ 建設業における労働災害防止対策
④ 製造業における労働災害防止対策
⑤ 林業の労働災害防止対策

① 小売業、社会福祉施設、飲食店

等の第三次産業における労働災害防止対策
ア 全社的な労働災害の発生状況の把握、分析

イ 経営トップが先頭に立って行う安全衛生方針の
作成、周知

ウ 職場巡視、４Ｓ活動(整理、整頓、清掃、清潔)、
ＫＹ(危険予知)活動、ヒヤリ・ハット事例の共有等
の日常的な安全活動の充実・活性化

エ 安全衛生担当者の配置、安全衛生教育の実施、
安全意識の啓発

オ パート・アルバイトの労働者への安全衛生教育
の徹底

（２）業種の特性に応じた
労働災害防止対策（中項目）

① 小売業、社会福祉施設、
飲食店等の第三次産業

における労働災害防止対策

② 陸上貨物運送事業
における労働災害防止対策

③ 建設業における労働災害防止対策
④ 製造業における労働災害防止対策
⑤ 林業の労働災害防止対策

② 陸上貨物運送事業
における労働災害防止対策

ア 荷台等からの墜落・転落防止
対策、保護帽の着用

イ 荷主等の管理施設における
プラットフォームの整備、床の
凹凸の解消、照度の確保、混雑
の緩和等、荷役作業の安全ガイ
ドラインに基づく措置の推進

ダウンロード可能です
ご協力をお願いいたします

労働災害は長期的には減少傾向にありますが、陸上貨物運送事業については、
過去20年間、減少傾向が見られません。
特に、荷役作業での労働災害は、毎年１万件近く発生しており、労働災害全体
の１割に達しようとしています。しかも、荷役作業での労働災害の３分の２は荷
主先で発生し、そのうちの８割は貨物自動車の運転者が被災しています。

そこで厚生労働省では、貨物自動車の運転者などが行う荷役作業における労働
災害の防止を目的として、「陸上貨物運送事業における荷役作業の安全対策ガイ
ドライン」を策定しました。

陸運事業者だけで、荷役作業の安全対策を講じることは困難ですので、
荷主等（荷主、配送先、元請事業者など）の皆様も、陸運事業者と連携して、荷
役災害の防止に取り組んでいただくようお願いします。

荷主等（荷主、配送先、元請け事業者等）の皆様へ

荷役作業での労働災害を防止しましょう！
「陸上貨物運送事業における荷役作業の安全対策ガイドライン」のご案内

＜陸上貨物運送事業における荷役作業の安全対策ガイドライン＞

陸上貨物運送事業者の皆様へ

荷役作業での労働災害を防止しましょう！
「陸上貨物運送事業における荷役作業の安全対策ガイドライン」のご案内

労働災害は長期的には減少傾向にありますが、陸上貨物運送事業については、
過去20年間、減少傾向が見られません。
特に、荷役作業での労働災害は、毎年１万件近く発生しており、労働災害全体

の１割に達しようとしています。しかも、荷役作業での労働災害の３分の２は荷
主先で発生し、そのうちの８割は貨物自動車の運転者が被災しています。

そこで厚生労働省では、貨物自動車の運転者などが行う荷役作業における労働
災害の防止を目的として、「陸上貨物運送事業における荷役作業の安全対策ガイ

陸上貨物運送事業における荷役作業の安全対策ガイドライン
（平成25年3月25日付け基発0325第1号）

第１ 目的
１ 目的
本ガイドラインは、労働安全衛生関係法令等とあいまって、陸上貨物運送事業（以下「陸運業」という。）の事業者（以下「陸運事業者」という。）の労働者
が行う荷役作業における労働災害を防止するために、陸運事業者及び荷主・配送先・元請事業者等（以下「荷主等」という。）がそれぞれ取り組むべき事項
を具体的に示すことを目的とする。

２ 関係者の責務
陸運事業者は、本ガイドラインを指針として、荷役作業における労働災害防止対策の積極的な推進に努めるものとする。

（２）業種の特性に応じた
労働災害防止対策（中項目）

① 小売業、社会福祉施設、
飲食店等の第三次産業

における労働災害防止対策

② 陸上貨物運送事業
における労働災害防止対策

③ 建設業における労働災害防止対策
④ 製造業における労働災害防止対策
⑤ 林業の労働災害防止対策

② 陸上貨物運送事業
における労働災害防止対策

ウ 積み卸しに配慮した積付け等による
荷崩れ防止対策の実施

エ 歩行者立入禁止エリアの設定等に
よるフォークリフト使用時の労働災害
防止対策の実施

オ トラックの逸走防止措置の実施

カ トラック後退時の後方確認、立入制限
の実施
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陸上貨物運送事業における
死亡災害の約８０％は・・・
① 墜落・転落

② 荷崩れ

③ フォークリフト使用時の事故

④ 無人暴走

⑤ トラック後退時の事故

① 墜落・転落

② 荷崩れ

③ フォークリフト使用時の事故

④ 無人暴走

ダウンロードしてご活用ください ダウンロードしてご活用ください

ダウンロードしてご活用ください ダウンロードしてご活用ください

43 44

45 46

47 48
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（２）業種の特性に応じた
労働災害防止対策（中項目）

① 小売業、社会福祉施設、
飲食店等の第三次産業

における労働災害防止対策

② 陸上貨物運送事業
における労働災害防止対策

③ 建設業における労働災害防止対策
④ 製造業における労働災害防止対策
⑤ 林業の労働災害防止対策

③ 建設業における労働災害防止対策（１／３）

ア 一般的事項

（ア）「木造家屋等低層住宅建築工事墜落防止
標準マニュアル」に基づく足場、屋根・屋上等
の端・開口部、はしご・脚立等からの墜落・
転落防止対策の実施、フルハーネス型墜落
制止用器具の適切な使用

（イ）足場の点検の確実な実施、本足場の原則
使用、改正「手すり先行工法等に関するガイド
ライン」に基づく手すり先行工法の積極的な
採用

１ 一側足場の使用範囲の明確化

２ 足場の点検時の点検者の指名
の義務付け
３ 足場の点検後に記録すべき
事項に点検者の氏名を追加

労働安全衛生規則の改正
令和６年４月１日施行

令和５年１０月１日施行

（本足場の使用）
第５６１条の２ 事業者は、幅が１メートル以上
の箇所において足場を使用するときは、本
足場を使用しなければならない。ただし、
つり足場を使用するとき、又は障害物の存在
その他の足場を使用する場所の状況により
本足場を使用することが困難なときは、この
限りでない。

１ 一側足場の使用範囲の明確化

新設されました
一側足場本足場

１メートル
未満

１メートル
以上

ダウンロード可能です

49 50

51 52

53 54
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（２）業種の特性に応じた
労働災害防止対策（中項目）

① 小売業、社会福祉施設、
飲食店等の第三次産業

における労働災害防止対策

② 陸上貨物運送事業
における労働災害防止対策

③ 建設業における労働災害防止対策
④ 製造業における労働災害防止対策
⑤ 林業の労働災害防止対策

③ 建設業における労働災害防止対策（２／３）

（ウ）職長、安全衛生責任者等に対する安全衛生教育の
実施

（エ）元方事業者による統括安全衛生管理、関係請負人
に対する指導の実施

（オ）建設工事の請負契約における適切な安全衛生経費
の確保

（カ）輻輳工事における適正な施工計画、作業計画の
作成及びこれらに基づく工事の安全な実施

（キ）一定の工事エリア内で複数の工事が近接・密集して
実施される場合、発注者及び近接工事の元方事業者
による工事エリア別協議組織の設置

（２）業種の特性に応じた
労働災害防止対策（中項目）

① 小売業、社会福祉施設、
飲食店等の第三次産業

における労働災害防止対策

② 陸上貨物運送事業
における労働災害防止対策

③ 建設業における労働災害防止対策
④ 製造業における労働災害防止対策
⑤ 林業の労働災害防止対策

③ 建設業における労働災害防止対策（３／３）

イ 改正「山岳トンネル工事の切羽における
肌落ち災害防止対策に係るガイドライン」
に基づく対策の実施

ウ 令和６年能登半島地震の復旧、復興
工事におけるがれき処理作業の安全
確保、土砂崩壊災害、建設機械災害、
墜落・転落災害の防止等、自然災害から
の復旧・復興工事における労働災害
防止対策の実施

（２）業種の特性に応じた
労働災害防止対策（中項目）

① 小売業、社会福祉施設、
飲食店等の第三次産業

における労働災害防止対策

② 陸上貨物運送事業
における労働災害防止対策

③ 建設業における労働災害防止対策
④ 製造業における労働災害防止対策
⑤ 林業の労働災害防止対策

④ 製造業における労働災害防止対策（１／３）

ア 機械の危険部分への覆いの設置
等によるはさまれ・巻き込まれ等
防止対策の実施

イ 機能安全を活用した機械設備安全
対策の推進

ウ 作業停止権限等の十分な権限を
安全担当者に付与する等の安全
管理の実施

機能安全による機械等に
係る安全確保に関する
技術上の指針

平成２８年９月２６日
厚生労働省告示第３５３号

機能安全とは

新たに機械等に電気・電子
プログラマブル電子（E/E/PE）
制御の機能を付加することに
より、リスクを低減するための
措置。

機能安全の導入による安全規制の高度化

55 56

57 58

59 60
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機能安全の導入による安全規制の高度化 ダウンロード可能です

（２）業種の特性に応じた
労働災害防止対策（中項目）

① 小売業、社会福祉施設、
飲食店等の第三次産業

における労働災害防止対策

② 陸上貨物運送事業
における労働災害防止対策

③ 建設業における労働災害防止対策
④ 製造業における労働災害防止対策
⑤ 林業の労働災害防止対策

④ 製造業における労働災害防止対策（２／３）

エ 高経年施設・設備の計画的な
更新、優先順位を付けた点検・
補修等の実施

オ 製造業安全対策官民協議会で
開発された、多くの事業場で適応
できる「リスクアセスメントの共通
化手法」の活用等による、自主的
なリスクアセスメントの実施

ダウンロード可能です

高経年設備に設けられた作業床、階段、
はしご、手すり等の劣化状況、労働災害
を防止するための取組を調査

ダウンロード可能です

高経年設備のコンベア、ロール機、成型
機等による「はさまれ、巻き込まれ」災害
を防止するための取組を調査

ダウンロード可能です

61 62

63 64

65 66
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製造業安全対策官民協議会

製造業における安全対策の更なる強化
を図るため、官民が連携し、経営層の
参画の下、業種の垣根を超え、現下の
安全に関わる事業環境の変化に対する
認識を分析、共有するとともに、既存の
取組の改善策及び新たに必要となる
取組を検討し、企業における現場への
普及を推進する。

ダウンロード可能です （２）業種の特性に応じた
労働災害防止対策（中項目）

① 小売業、社会福祉施設、
飲食店等の第三次産業

における労働災害防止対策

② 陸上貨物運送事業
における労働災害防止対策

③ 建設業における労働災害防止対策
④ 製造業における労働災害防止対策
⑤ 林業の労働災害防止対策

④ 製造業における労働災害防止対策（３／３）

カ 機械等製造者による、機械等
を使用する事業者への、リスク
アセスメント実施に資する残留
リスク情報の提供

新

（機械に関する危険性等の通知）
第２４条の１３ 労働者に危険を及ぼし、又は労働
者の健康障害をその使用により生ずるおそれの
ある機械（以下単に「機械」という。）を譲渡し、又
は貸与する者（次項において「機械譲渡者等」と
いう。）は、文書の交付等により当該機械に関す
る次に掲げる事項を、当該機械の譲渡又は貸与
を受ける相手方の事業者（次項において「相手方
事業者」という。）に通知するよう努めなければな
らない。

労働安全衛生規則が改正され、平成２４年に
新設されました 一 型式、製造番号その他の機械を特定する

ために必要な事項
二 機械のうち、労働者に危険を及ぼし、又は
労働者の健康障害をその使用により生ずる
おそれのある箇所に関する事項
三 機械に係る作業のうち、前号の箇所に起因
する危険又は健康障害を生ずるおそれの
ある作業に関する事項
四 前号の作業ごとに生ずるおそれのある危険
又は健康障害のうち最も重大なものに関する
事項
五 前各号に掲げるもののほか、その他参考と
なる事項

67 68

69 70

71 72
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２ 厚生労働大臣は、相手方事業者の
法第２８条の２第１項の調査及び同項
の措置の適切かつ有効な実施を図る
ことを目的として機械譲渡者等が行う
前項の通知を促進するため必要な
指針を公表することができる。

２ 厚生労働大臣は、相手方事業者の
法第２８条の２第１項の調査及び同項
の措置の適切かつ有効な実施を図る
ことを目的として機械譲渡者等が行う
前項の通知を促進するため必要な
指針を公表することができる。

労働安全衛生法第２８条の２
事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、
建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等に
よる、又は作業行動その他業務に起因する危険
性又は有害性等（第５７条第１項の政令で定める物及び第５７条の２第１項に規定する通知対象物による危険性又は有害性等を除く。）

を調査し、その結果に基づいて、この法律又は
これに基づく命令の規定による措置を講ずるほか、
労働者の危険又は健康障害を防止するため必要
な措置を講ずるように努めなければならない。（後略）

２ 厚生労働大臣は、相手方事業者の
法第２８条の２第１項の調査及び同項
の措置の適切かつ有効な実施を図る
ことを目的として機械譲渡者等が行う
前項の通知を促進するため必要な
指針を公表することができる。

労働安全衛生法第２８条の２
事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、
建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等に
よる、又は作業行動その他業務に起因する危険
性又は有害性等（第５７条第１項の政令で定める物及び第５７条の２第１項に規定する通知対象物による危険性又は有害性等を除く。）

を調査し、その結果に基づいて、この法律又は
これに基づく命令の規定による措置を講ずるほか、
労働者の危険又は健康障害を防止するため必要
な措置を講ずるように努めなければならない。（後略）

機械の包括的な安全基準に関する
指針（平成１９年７月３１日改正）

はい

機械のメーカー等
によるリスクアセス
メントの実施

リスクは許容可能？

ユーザーへ提供

本質的安全設計
安全防護
追加の安全方策

いいえ

はい

リスクは許容可能？

いいえ

リスク低減は可能？

はい

いいえ

使用上の情報の提供

機械の危険性又は有害性（別表第１）

1 機械的な危険性又は有害性
2 電気的な危険性又は有害性
3 熱的な危険性又は有害性
4 騒音による危険性又は有害性
5 振動による危険性又は有害性
6 放射による危険性又は有害性
7 材料及び物質による

危険性又は有害性

機械の危険性又は有害性（別表第１）

8 機械の設計時における
人間工学原則の無視による

危険性又は有害性

9 滑り、つまずき及び墜落の
危険性又は有害性

10 危険性又は有害性の組合せ
11 機械が使用される環境に

関連する危険性又は有害性

73 74
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機械安全で最優先すべきは
本質的安全設計方策（別表第２）

１ 労働者が触れる
おそれのある箇所に

鋭利な端部、角、突起物等
がないようにすること。

（以下略）

機械安全で最優先すべきは
本質的安全設計方策（別表第２）

１ 労働者が触れる
おそれのある箇所に

鋭利な端部、角、突起物等
がないようにすること。

（以下略）

適当なＲを

リスク低減措置の実施

リスク低減のための優先度の設定
・リスク低減措置内容の検討

危険性又は有害性ごとの
リスクの見積り

リスクアセスメントの実施手順

危険性又は有害性の特定

危険性又は有害性の特定
のため、機械譲渡者等から
入手した機械の残留リスク
等の情報の活用を

２ 厚生労働大臣は、相手方事業者の
法第２８条の２第１項の調査及び同項
の措置の適切かつ有効な実施を図る
ことを目的として機械譲渡者等が行う
前項の通知を促進するため必要な
指針を公表することができる。

機械譲渡者等が行う機械に関する危険性等の
通知の促進に関する指針
（平成２４・３・１６ 厚生労働省告示 第１３２号）

機械譲渡者等が行う機械に関する危険性等の
通知の促進に関する指針の適用について
（平成２４・３・２９ 基発０３２９第８号）

機械ユーザーによる保護方策
が必要な残留リスクマップ

製品名「○○○」 ○年○月○日作成

株式会社△△△

※必ず取扱説明書の内容をよく読み、理解してから本製品を使用すること。本資料は取扱
説明書の参考資料であり、本資料の内容を理解しただけで本製品を使用してはならない。

残留リスクは、以下の定義に従って分類し記載している。
危険：保護方策を実施しなかった場合に、人が死亡または重傷を負う可能性が高い内容
警告：保護方策を実施しなかった場合に、人が死亡または重傷を負う可能性がある内容
注意：保護方策を実施しなかった場合に、人が軽傷を負う可能性がある内容

図中に示されている箇所の記号及び番号は、本製品の「残留リスク一覧」に記載されている
ものと一致している。各々の残留リスクの詳細については、「残留リスク一覧」を参照のこと。

残留リスクマップの例

ー危険箇
所

Ｎｏ．１危険箇
所
Ａ

Ｎｏ．３警告

ー注意

ー危険箇
所
Ｂ

Ｎｏ．２警告

Ｎｏ．４、５注意

受領確認

□□□（株）
○△○△㊞

79 80
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機械ユーザーによる保護方策
が必要な残留リスク一覧

製品名「○○○」 ○年○月○日作成

株式会社△△△

※必ず取扱説明書の内容をよく読み、理解してから本製品を使用すること。本資料は取扱
説明書の参考資料であり、本資料の内容を理解しただけで本製品を使用してはならない。

※１ 残留リスクは、以下の定義に従って分類し記載している。
危険：保護方策を実施しなかった場合に、人が死亡または重傷を負う可能性が高い内容
警告：保護方策を実施しなかった場合に、人が死亡または重傷を負う可能性がある内容
注意：保護方策を実施しなかった場合に、人が軽傷を負う可能性がある内容

※２ 「機械上の箇所」の欄に示されている記号は、本製品の「残留リスクマップ」に記載
されている機械の図の箇所の記号と一致している。機械上の具体的な箇所について
は「残留リスクマップ」を参照のこと。

残留リスク一覧の例

取扱作業に

は「残留リスクマップ」を参照のこと。

受領確認

□□□（株）
○△○△㊞

取扱
説明書
参照
ページ

機械ユーザーが
実施する保護方策

危害の
内容

残留
リスク
※１

機械上
の箇所
※２

作業に
必要な
資格・
教育

作業
運用
段階

Ｎｏ．

ダウンロード可能です （２）業種の特性に応じた
労働災害防止対策（中項目）

① 小売業、社会福祉施設、
飲食店等の第三次産業

における労働災害防止対策

② 陸上貨物運送事業
における労働災害防止対策

③ 建設業における労働災害防止対策
④ 製造業における労働災害防止対策
⑤ 林業の労働災害防止対策

⑤ 林業の労働災害防止対策

ア チェーンソーを用いた伐木
及び造材作業における保護
具、保護衣等の着用並びに
適切な作業方法の実施

イ 木材伐出機械等を使用する
作業における安全の確保

（３）業種横断的な労働災害防止対策（中項目）

① 労働者の作業行動に起因する労働
災害防止対策

② 高年齢労働者、外国人労働者等に
対する労働災害防止対策

③ 交通労働災害防止対策

④ 熱中症予防対策
（ＳＴＯＰ！熱中症 クールワークキャンペーン）

⑤ 業務請負等他者に作業を行わせる
場合の対策

高年齢労働者の労働災害について①
高齢者の就労と被災状況

（令和７年５月３０日 厚生労働省 労働基準局 安全衛生部 安全課）
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高年齢労働者の労働災害について①
高齢者の就労と被災状況

（令和７年５月３０日 厚生労働省 労働基準局 安全衛生部 安全課）

●雇用者全体に占める６０歳以上
の高齢者の割合は１９．１％
（令和６年）

●労働災害による休業４日以上
の死傷者数に占める６０歳以上
の高齢者の割合は３０．０％
（同）

高年齢労働者の労働災害について②
災害発生率（度数率）・休業見込み期間

（令和７年５月３０日 厚生労働省 労働基準局 安全衛生部 安全課）

高年齢労働者の労働災害について②
災害発生率（度数率）・休業見込み期間

（令和７年５月３０日 厚生労働省 労働基準局 安全衛生部 安全課）

●６０歳以上の男女別の労働災害
発生率（死傷度数率）を３０代と
比較すると、男性は約２倍、女性
は約６倍となっている。

●休業見込み期間は、年齢が上がる
にしたがって長期間となっている。

高年齢労働者の労働災害について③
年齢階層別・男女別の労働災害発生率（度数率）の傾向（事故の型別の分析）

（令和７年５月３０日 厚生労働省 労働基準局 安全衛生部 安全課）

高年齢労働者の労働災害について③
年齢階層別・男女別の労働災害発生率（度数率）の傾向（事故の型別の分析）

（令和７年５月３０日 厚生労働省 労働基準局 安全衛生部 安全課）

高年齢労働者の労働災害について③
年齢階層別・男女別の労働災害発生率（度数率）の傾向（事故の型別の分析）

（令和７年５月３０日 厚生労働省 労働基準局 安全衛生部 安全課）
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高年齢労働者の労働災害について③
年齢階層別・男女別の労働災害発生率（度数率）の傾向（事故の型別の分析）

（令和７年５月３０日 厚生労働省 労働基準局 安全衛生部 安全課）

● 「墜落・転落」、「転倒による骨折
等」では、特に６０歳以上で、加齢
に応じ、労働災害発生率（度数率）
が著しく上昇する。

●「動作の反動、無理な動作」と
「はさまれ、巻き込まれ」も、加齢
に応じ、労働災害発生率が上昇
する傾向がある。

（３）業種横断的な労働災害防止対策（中項目）

① 労働者の作業行動に起因する労働
災害防止対策

② 高年齢労働者、外国人労働者等に
対する労働災害防止対策

③ 交通労働災害防止対策

④ 熱中症予防対策
（ＳＴＯＰ！熱中症 クールワークキャンペーン）

⑤ 業務請負等他者に作業を行わせる
場合の対策

① 労働者の作業行動に起因する
労働災害防止対策（１／２）

ア 作業通路における段差等の解消、
通路等の凍結防止措置の推進

イ 照度の確保、手すりや滑り止めの
設置

ウ 「転倒等リスク評価セルフチェック
票」を活用した転倒リスクの可視化

お手元の資料です お手元の資料の３ページです
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（３）業種横断的な労働災害防止対策（中項目）

① 労働者の作業行動に起因する
労働災害防止対策

② 高年齢労働者、外国人労働者
等に対する労働災害防止対策

③ 交通労働災害防止対策

④ 熱中症予防対策
（ＳＴＯＰ！熱中症 クールワークキャンペーン）

⑤ 業務請負等他者に作業を行わせる
場合の対策

① 労働者の作業行動に起因する
労働災害防止対策（２／２）

エ 運動プログラムの導入及び労働者
のスポーツの習慣化の推進

オ 中高年齢女性を対象とした
骨粗しょう症健診の受診勧奨

カ 「職場における腰痛予防対策指針」
に基づく措置の実施

職場における腰痛予防対策指針
（平成25年６月18日付け基発0618第１号）
一般的な腰痛の予防対策
１ 作業管理
２ 作業環境管理

３ 健康管理
４ 労働衛生教育等
５ リスクアセスメント及び労働安全衛生マネジメントシステム

腰痛の発生が比較的多い作業における予防対策
１ 重量物取扱い作業
２ 立ち作業

３ 座り作業
４ 福祉・医療分野等における介護・看護作業

５ 車両運転等の作業

職場における腰痛予防対策指針の解説から
重量物取扱い作業に係る作業姿勢、動作

職場における腰痛予防対策指針の解説から
重量物取扱い作業に係る作業姿勢、動作

職場における腰痛予防対策指針の参考から
「事務作業スペースでのストレッチング」（例）、
「車両運転等の作業でのストレッチング」（例）
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人力による重量物の取扱い
満１８歳以上の男子労働者が人力のみ
により取り扱う物の重量は、体重のおお
むね４０％以下となるように努めること。
満１８歳以上の女子労働者では、さらに
男性が取り扱うことのできる重量の６０％
位までとすること。

職場における腰痛予防対策指針
「作業態様別の対策」のⅠの２の（２）

女性労働基準規則及び年少者労働
基準規則に基づく重量の制限

継続作業の場合断続作業の場合年齢性別

８ｋｇ未満１２ｋｇ未満満１６歳未満

女性 １５ｋｇ未満２５ｋｇ未満
満１６歳以上
満１８歳未満

２０ｋｇ未満３０ｋｇ未満満１８歳以上

１０ｋｇ未満１５ｋｇ未満満１６歳未満

男性
２０ｋｇ未満３０ｋｇ未満

満１６歳以上
満１８歳未満

（３）業種横断的な労働災害防止対策（中項目）

① 労働者の作業行動に起因する労働
災害防止対策

② 高年齢労働者、外国人労働者等に
対する労働災害防止対策

③ 交通労働災害防止対策

④ 熱中症予防対策
（ＳＴＯＰ！熱中症 クールワークキャンペーン）

⑤ 業務請負等他者に作業を行わせる
場合の対策

② 高年齢労働者、外国人労働者等
に対する労働災害防止対策

ア 「高年齢労働者の安全と健康確保の
ためのガイドライン（エイジフレンドリー
ガイドライン）」に基づく措置の実施

イ 母国語教材や視聴覚教材の活用等、
外国人労働者に理解できる方法による
安全衛生教育の実施

ウ 派遣労働者、関係請負人を含めた安全
管理の徹底や安全活動の活性化

高年齢労働者の安全と健康確保のための
ガイドライン（エイジフレンドリーガイドライン）

１ 安全衛生管理体制の確立等

２ 職場環境の改善

３ 高年齢労働者の健康や体力の
状況の把握

４ 高年齢労働者の健康や体力の
状況に応じた対応

５ 安全衛生教育

１ 安全衛生管理体制の確立等

（１）経営トップによる方針
表明及び体制整備

（２）危険源の特定等の
リスクアセスメントの
実施

２ 職場環境の改善

（１）身体機能の低下を補う設備・
装置の導入
（主としてハード面の対策）

（２）高年齢労働者の特性を考慮
した作業管理
（主としてソフト面の対策）
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３ 高年齢労働者の健康や体力の
状況の把握

（１）健康状況の把握
（２）体力の状況の把握
（３）健康や体力の状況に
関する情報の取扱い

４ 高年齢労働者の健康や体力の
状況に応じた対応

（３）健康や体力の状況に

（１）個々の高年齢労働者の健康
や体力の状況を踏まえた措置

（２）高年齢労働者の状況に応じた
業務の提供

（３）心身両面にわたる健康保持
増進措置

５ 安全衛生教育

（１）高年齢労働者に
対する教育

（２）管理監督者等に
対する教育

お手元のリーフレットです

お手元のリーフレットです
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ダウンロードしてご活用ください

（３）業種横断的な労働災害防止対策（中項目）

① 労働者の作業行動に起因する労働
災害防止対策

② 高年齢労働者、外国人労働者等に
対する労働災害防止対策

③ 交通労働災害防止対策

④ 熱中症予防対策
（ＳＴＯＰ！熱中症 クールワークキャンペーン）

⑤ 業務請負等他者に作業を行わせる
場合の対策

③ 交通労働災害防止対策

ア 適正な労働時間管理、走行計画の
作成等の走行管理の実施

イ 飲酒による運転への影響や睡眠時間
の確保等に関する安全衛生教育の
実施

ウ 災害事例、交通安全情報マップ等を
活用した交通安全意識の啓発

エ 飲酒、疲労、疾病、睡眠、体調不良の
有無等を確認する乗務開始前の点呼
の実施

お手元のリーフレットです

（３）業種横断的な労働災害防止対策（中項目）

① 労働者の作業行動に起因する労働
災害防止対策

② 高年齢労働者、外国人労働者等に
対する労働災害防止対策

③ 交通労働災害防止対策

④ 熱中症予防対策
（ＳＴＯＰ！熱中症 クールワークキャンペーン）

⑤ 業務請負等他者に作業を行わせる
場合の対策

④熱中症予防対策（ＳＴＯＰ！熱中症クールワークキャンペーン）

ア 熱中症のおそれのある作業者の早期
発見のための連絡体制の整備等を内容
とする改正労働安全衛生規則に基づく
措置義務の徹底

イ 暑さ指数（WBGT）の把握とその値に
応じた熱中症予防対策の実施

ウ 熱中症の発症に影響を及ぼすおそれ
のある疾病を有する者に対して医師等
の意見を踏まえた配慮

新

（３）業種横断的な労働災害防止対策（中項目）

① 労働者の作業行動に起因する労働
災害防止対策

② 高年齢労働者、外国人労働者等に
対する労働災害防止対策

③ 交通労働災害防止対策

④ 熱中症予防対策
（ＳＴＯＰ！熱中症 クールワークキャンペーン）

⑤ 業務請負等他者に作業を行わせる
場合の対策

⑤ 業務請負等他者に作業を行わせる
場合の対策

ア 請負人等が労働者と同じ場所で就業する
場合における安全衛生の確保に必要な措置
の実施

イ 安全衛生経費の確保等、請負人等が安全
で衛生的な作業を遂行するための配慮

ウ その他請負人等が上記（１）～（３）④に
掲げる事項を円滑に実施するための配慮

新
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ダウンロード可能です ダウンロード可能です

職場における
熱中症の発生状況

全国の状況

ダウンロード可能です

令和６年 職場における熱中症による
死傷災害の発生状況（確定値）
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令和２年１月から令和６年１２月に発生した死亡災害１３４件を集計

業種別の割合（死亡災害）
その他
6.7%

運送業
4.5%

清掃・と畜業
6.0%

農業
7.5%

商業
9.0%

警備業
11.9% 製造業

14.2%

建設業
40.3%

～４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月～

令和２年

令和３年

令和４年

令和５年

令和６年

月別の発生状況（死亡災害）

令和２年１月から令和６年１２月に発生した死亡災害１３４件を集計

10 11 12
13

10

17 17
15

19

10

～９時台 10時台 １１時台 １２時台 １３時台 １４時台 １５時台 １６時台 １７時台 １８時台～

時間帯別の発生状況（死亡災害）

令和２年１月から令和６年１２月に発生した死亡災害１３４件を集計

1
5
3
4
7

18
15
17

22
14

28

１９歳以下

２０～２４歳

２５～２９歳

３０～３４歳

３５～３９歳

４０～４４歳

４５～４９歳

５０～５４歳

５５～５９歳

６０～６４歳

６５歳以上

年齢別の発生状況（死亡災害）

令和２年１月から令和６年１２月に発生した死亡災害１３４件を集計

令和６年の死亡災害全体の概要（１／２）

○ 総数は３１件で、被災者は男性２８件、
女性３件であった。

○ 発症時・緊急時の措置の確認及び
周知していたことを確認できなかった
事例が２０件あった。

○ 暑さ指数（WBGT）の把握を確認でき
なかった事例が２４件あった。

令和６年の死亡災害全体の概要（２／２）

○ 熱中症予防のための労働衛生教育
の実施を確認できなかった事例が１４
件あった。

○ 糖尿病、高血圧症など熱中症の発症
に影響を及ぼすおそれのある疾病や
所見を有している事が明らかな事例
は２１件あった。
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熱中症による
過去の死亡災害事例

５月中旬に埼玉県内で発生した
熱中症による死亡災害事例

工場建屋の屋根上で、鋼板製の屋根
葺き作業を行っていた被災者が熱中症
で倒れ、８日後に死亡。

１４時半頃、足元がふらついていた
被災者に、監督者が休憩するよう指示、
３０分後に様子を見に行ったところ、
声をかけても反応がなかったため、
医療機関に搬送。

５月中旬に埼玉県内で発生した
熱中症による死亡災害事例

被災者は、建設労働の経験は浅く、
災害発生当日が作業初日であった。
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５月中旬に埼玉県内で発生した
熱中症による死亡災害事例

災害発生当日の当該地域の気温等は、
最高気温 ２８．３℃
平均気温 ２０．１℃
最高相対湿度 ９９．８％
平均湿度 ７２．２％

であり、晴天であった。

災害発生時の屋根上の気温は、
３４～３５℃と推定。

職場における
熱中症対策の強化

労働安全衛生規則
の改正

（熱中症を生ずるおそれのある作業）
第６１２条の２ 事業者は、暑熱な場所において連続して行われる作業
等熱中症を生ずるおそれのある作業を行うときは、あらかじめ、当該

作業に従事する者が熱中症の自覚症状を有する場合又は当該作業
に従事する者に熱中症が生じた疑いがあることを当該作業に従事

する他の者が発見した場合にその旨の報告をさせる体制を整備し、
当該作業に従事する者に対し、当該体制を周知させなければなら
ない。

２ 事業者は、暑熱な場所において連続して行われる作業等熱中症を
生ずるおそれのある作業を行うときは、あらかじめ、作業場ごとに、

当該作業からの離脱、身体の冷却、必要に応じて医師の診察又は
処置を受けさせることその他熱中症の症状の悪化を防止するために

必要な措置の内容及びその実施に関する手順を定め、当該作業に
従事する者に対し、当該措置の内容及びその実施に関する手順を
周知させなければならない。

新設されました ダウンロード可能です

改正労働安全衛生規則の解釈
等が示された文書（通達）です

お手元のリーフレットです
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暑熱な場所

「暑熱な場所」とは、湿球黒球温度（WB
GT）が２８度以上又は気温が３１度以上
の場所をいい、必ずしも事業場内外の
特定の作業場のみを指すものではなく、
出張先で作業を行う場合、労働者が移動
して複数の場所で作業を行う場合や、
作業場所から作業場所への移動時等も
含む趣旨であること。

暑熱な場所において連続して行われる作業
等熱中症を生ずるおそれのある作業

「暑熱な場所において連続して行われる作業
等熱中症を生ずるおそれのある作業」とは、
上記の場所において、継続して１時間以上
又は１日当たり４時間を超えて行われることが
見込まれる作業をいうこと。

なお、非定常作業 、臨時の作業等であって
も上記の条件を満たすことが見込まれる場合
は対象となること。

暑熱な場所に該当するか否かは、原則と
して作業が行われる場所で湿球黒球温度
又は気温を実測することにより判断する必要
があるが、例えば、通風のよい屋外作業に
ついて、天気予報（スマートフォン等のアプリ
ケーションによるものを含む。）、環境省の
運営する熱中症予防情報サイト等の活用に
よって判断可能な場合には、これらを用いて
も差し支えないこと。

「当該作業に従事する者」
（以下「作業者」という。）とは、
労働者だけでなく、労働者と
同一の場所において当該作業
に従事する労働者以外の者
を含むものであること。

当該作業に従事する者
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朝礼やミーティング
での周知

会議室や休憩所
などわかりやすい
場所への掲示

メールや
イントラ
ネットで
の通知

改正により新設される労働安全
衛生規則第６１２条の２は、労働
安全衛生法第２２条に基づくもの
であり、個々の事業者に対し、措置
義務が課されるものであること。

また、建設現場にみられるような混在作業
であって、同一の作業場で複数の事業者が
作業を行う場合は、当該作業場に関わる元方
事業者及び関係請負人の事業者のいずれ
にも措置義務が生ずるものであること。

この場合の作業者に対する周知の方法と
して、各事業者が共同して１つの緊急連絡先
を定め、これを作業者の見やすい場所に掲示
することや、メールでの送付、文書の配布等
が考えられること

なお、上記のような複数事業者が
混在して作業を行う状況において
当該措置が行われていなかった場合
には、元方事業者のみに違反が生ず
る訳ではな く、当該作業場に関わる
全ての事業者に同条違反が生ずる
ものであること。

「報告をさせる体制の整備」には、熱中症を
生ずるおそれのある作業が行われる作業場
の責任者等報告を受ける者の連絡先及び
当該者への連絡方法を定め、かつ明示する
ことにより、作業者が熱中症を生ずるおそれ
のある作業を行っている間、随時報告を受け
ることができる状態を保つことが含まれるもの
であること。

報告をさせる体制の整備

157 158

159 160

161 162



28

「報告をさせる体制の整備」は「熱中症を生ずる
おそれのある作業」が行われることが想定される
作業日の作業開始前までに行っておく必要がある
が、夏季の屋外作業のように、一定期間、暑熱環境
下で作業を行うことが明らかな場合は、十分な余裕
をもって体制を整え、当該作業に従事することが
見込まれる者に周知しておくよう努めること。

なお、当該作業が、同一の従事者によって一定
期間に連続して行われることが想定され、既に体制
の整備及びその周知が講じられている場合には、
当該措置を作業日ごとに重ねて実施する必要は
ないこと。

「周知」は、報告先等が作業者に確実に伝わること
が必要である。その方法には、事業場の見やすい
箇所への掲示、メールの送付、文書の配布のほか、
朝礼における伝達等口頭によることがあり、原則
いずれでも差し支えないが、伝達内容が複雑である
場合など口頭だけでは確実に伝わることが担保され
ない場合や、朝礼に参加しない者がいる場合なども
想定されるため、必要に応じて、複数の手段を組み
合わせて行うこと。
なお、熱中症の症状が疑われる場合の報告先に
ついては、必要に応じて、別添１（掲示例）を参考に
されたいこと

また、現場で周知した結果の記録の保存までは
法令では求めていないが、労働基準監督署による
確認に際しては、事業者として適切に対応すること
が求められること。

別添１
事業場における報告先の掲示例

熱中症発生時（疑いを含む）の報告先

責任者○○○○（電話○○－○○○○）
代理 ○○○○（電話○○－○○○○）

安衛則第６０６条の「暑熱、寒冷又は多湿の屋内
作業場で、有害のおそれがあるもの」には、屋内
作業場であって、改正安衛則第６１２条の２第１項に
定める「熱中症を生ずるおそれのある作業」（第３の１（１）イ
の作業をいう。）が行われるものが含まれること。

（温湿度調節）

第６０６条 事業者は、暑熱、寒冷又は多湿の屋内
作業場で、有害のおそれがあるものについては、
冷房、暖房、通風等適当な温湿度調節の措置を
講じなければならない。

関係条文の解釈

熱中症を生ずるおそれのある作業が行われ
る場合には、安衛法第５９条第１項に基づく
雇入れ時等の安全衛生教育及び同法第６０
条に基づく職長等に対する安全衛生教育に
おいて、教育すべき事項とされている事故時
等や異常時における措置には、今回の改正
内容も含め、熱中症が疑われる者に対する
応急措置が含まれるため、これらの教育の
実施に当たっては留意する必要があること。

関係条文の解釈

ＷＢＧＴ値
（暑さ指数）
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ＷＢＧＴ値（暑さ指数）とは

湿球黒球温度

Ｗｅｔ－
Ｂｕｌｂ
Ｇｌｏｂｅ
Ｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅ

湿球

黒球

ＷＢＧＴ値（暑さ指数）とは

周囲の通風を妨げない状態で、
輻射（放射）熱による影響を受け
ないように球部を囲って測定さ
れた乾球温度計が示す値

乾球温度
（ｄｒｙ－ｂｕｌｂ ｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅ）

ＷＢＧＴ値（暑さ指数）とは

乾球温度
（ｄｒｙ－ｂｕｌｂ ｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅ）

ＷＢＧＴ値（暑さ指数）とは

強制通風することなく、輻射
（放射）熱を防ぐための球部の
囲いをしない環境に置かれた
濡れガーゼで覆った温度計が
示す値

湿球温度
（ｗｅｔ－ｂｕｌｂ ｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅ）

ＷＢＧＴ値（暑さ指数）とは

湿球温度
（ｗｅｔ－ｂｕｌｂ ｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅ）

ＷＢＧＴ値（暑さ指数）とは

次の特性を持つ中空黒球の中心に
位置する温度計の示す温度

① 直径が１５０ｍｍであること
② 平均放射率が０．９５（つや消し
黒色球）であること

③ 厚さが出来るだけ薄いこと

黒球温度
（ｇｌｏｂｅ ｔｈｅｒｍｏｍｅｔｅｒ ｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅ）
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ＷＢＧＴ値（暑さ指数）とは

黒球温度
（ｇｌｏｂｅ ｔｈｅｒｍｏｍｅｔｅｒ ｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅ）

ＷＢＧＴ値（暑さ指数）とは

ＷＢＧＴ＝

０．７×湿球温度
＋

０．３×黒球温度

屋内の場合

ＷＢＧＴ値（暑さ指数）とは

ＷＢＧＴ＝

０．７×湿球温度
＋

０．２×黒球温度
＋

０．１×乾球温度

屋外の場合

ＷＢＧＴ値（暑さ指数）とは
ＷＢＧＴ測定装置

湿球

黒球

乾球

（ハンディータイプ）（基本型）

熱中症の
応急手当

改正労働安全衛生規則の解釈等が示された
文書（通達）もダウンロード可能です
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ＳＴОＰ！熱中症
クールワークキャンペーン

お手元のリーフレットです

労働安全衛生法
等の改正

お手元の資料です
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お手元の資料です

埼玉第１４次労働災害
防止計画の進捗状況

把握のためのアンケート

ご協力をお願いいたします

お手元のリーフレットです

令和７年６月２０日
までにご協力いた
だきますようお願い
いたします

全国安全週間
説明会

ご清聴ありがとうございました
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